
令和 2年 12月 25日 

 

ご利用のお客様へ 

 

坂戸市健康増進施設サンテさかど 

指定管理者：ミズノ・セイホクスポーツグループ 

 

 

施設休館中教室お知らせ 

 
市内公共施設の利用にあたり、埼玉県が埼玉県新型コロナウイルス対策本部会議において決定した埼玉県有施

設の休館を参考に、本市の公共施設の休館期間について次のように定めることといたしました。この方針は市内

各施設共通の方針とし、各施設の利用にあたっては、引き続き『新しい生活様式』及び各施設において定めてい

る感染予防対策等を遵守することとなりました。 

 

詳細は下記をご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

◆休館期間◆ 

実施日：令和 3年 1月 3日(日)から令和 3年 1月 17日(日)まで 

事務室・総合受付営業時間帯：8:30～21:00 

※火曜日は通常休館日となりますので開館いたしません。 

 

◆期間中の教室開催について◆ 

通常通り開催いたします。 

教室内容・日程等は各教室案内をご確認ください。 

  

※ご不明な点がございましたら、お問合せください。 

TEL:049-280-7111 

 

 

以上 


